
ものづくりを行う
中小企業の方へ

起業・創業をお考えの方 店舗のリフォームをお考えの方 販路の拡大をお考えの方
補助事業名 事業所開設費補助金 店舗リフォーム補助金 商談会等出展補助金

補助対象経費

市内業者を利用して実施する建
物の新築、改造、改装などに要
する経費や新築、改造、改装な
どに伴う設備機器類の購入費
（簡易に移転できるものを除く）

市内業者を利用して実施する既
存店舗のリフォームに要する経
費やリフォームに伴う設備機器
類の購入費（簡易に移転できる
ものを除く）

自社で開発または製造した製品
や技術、サービスの販路拡大の
ために出展する商談会などの出
展料・通信運搬費・設備リース
料・旅費・宿泊費

補助金額 20万円以内（条件により上限が
変わります） 20万円以内

補助割合 補助対象経費の２分の１以内 補助対象経費の２分の１以内
（条件により上限が変わります）

公募期間 ４月28日㈮まで（予算に残額が生じた場合には、２次募集を実施（６月予定））

空き店舗を借りて事業を行う方
補助事業名 空き店舗活用事業補助金

補助対象経費

特定の要件を満たす個人や法人、
団体が、市内にある空き店舗に
なってから３カ月以上経過して
いる店舗を利用し事業を行う際
の店舗賃借料

補助金額 月額５万円以内（12カ月以内）

補助割合 補助対象経費の２分の１以内

公募期間 随時

場所 アーニス（中央町４丁目11） 登別商店会チャレンジショップ
（登別東町２丁目３－２）

開設期間 創業を希望・検討する方が開設を希望する期間
ショップ面積 １区画当たり約１坪
募集区画数 ４区画 １区画

販売商品

雑貨・服飾品・食品などの販売、
整体などのサービス、絵画や写真
などの展示・販売
※�陳列用器具や備品は原則、出店
者が持ち込み（有料で貸し出し
も可）。
※�食品を取り扱う場合、食品衛生
法など許認可が必要なものは、
その許可をお持ちの方（調理は
不可）

雑貨・服飾品・食品などの販売、
整体などのサービス、絵画や写真
などの展示・販売
※�陳列用器具や備品は原則、出店
者が持ち込み。
※�食品を取り扱う場合、食品衛生
法など許認可が必要なものは、
その許可をお持ちの方

使用料 一日3,780円 一日2,000円

その他 創業希望者に限らず、創業して間もない方や既存の企業・事業所が商品
の販売場所として使用することも可能です。

申し込み
問い合わせ

協同組合登別中央ショッピングセ
ンター（☎�２１２１）

登別商店会・成田さん
（☎090-3396-3604）

あなたの事業活動を支援します
▶補助事業や説明会などの問い合わせ　商工労政グループ（☎�２１７１）

補助制度等説明会
を開催します
　これから起業され
る方や既に事業を
行っている方へ、市
の補助制度などに関
する説明会を開催し
ます。
▶�日時　４月14日㈮
14時～16時

▶�場所　アーニス２
階

　製品・技術・デザインの開発、
需要調査、ホームページ・パン
フレットの作製、展示会出展、
ものづくりに関する創業などに
係る補助事業を行っています。
▶�公募期間　５月12日㈮まで
※詳しくは問い合わせください。
▶�問い合わせ　室蘭テクノセン
ター（☎㊺１１８８）

　商業施設や商店街の
空き店舗を活用した
『チャレンジショップ
サポート事業』を行い
ます。

　市、登別商工会議
所、協同組合登別中
央ショッピングセン
ター、登別商店会が
連携して創業希望者
の育成や販売体験の
支援を行います。

チャレンジショップサポート事業

補助事業
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